
講
座
・
教
室

募　
集

暮
ら
し

相
　
談

講
座
・
教
室

相　
談

募
　
集

暮
ら
し

※�

詳
し
く
は
消
防
本
部
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い

申
・
問（
一
社
）県
消
防
設
備
協
会

℡
0
2
9
‐
2
2
6
‐
9
6
1
1

消
防
設
備
士
受
験
準
備
講
習

講
習
区
分
・
日
時

⃝�

法
令
関
係（
各
種
共
通
）＝
7
月
14
日

（
月
）　

⃝�

技
術
関
係（
甲
・
乙
第
1
類
）＝
7
月
29

日（
火
）

⃝�

技
術
関
係（
甲
・
乙
第
4
類
）＝
7
月
30

日（
水
）

⃝�

技
術
関
係（
乙
第
6
類
）＝
7
月
16
日

（
水
）

午
前
9
時
30
分
～
午
後
4
時
30
分

（
受
付
午
前
9
時
～
）

場
所
＝
県
建
設
技
術
研
修
セ
ン
タ
ー（
水

戸
市
）

定
員（
先
着
順
）

⃝�

法
令
関
係
＝
60
人

⃝�

技
術
関
係

　
甲
・
乙
第
1
・
4
類
＝
15
人

　
乙
第
6
類
＝
30
人

受
付
期
間
＝
6
月
2
日（
月
）～
6
日（
金
）

募
　
集

申
・
問
長
寿
介
護
課

℡
0
2
9
9
‐
91
‐
1
7
0
1

「
よ
り
そ
う
コ
コ
く
ん
手
帳
」

掲
載
店
舗
の
募
集

　
市
生
活
支
援
・
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
協

議
体
で
は
、
高
齢
者
や
障
が
い
者
の
た
め

に
宅
配
・
訪
問
・
出
張
・
送
迎
・
外
出
支

援
・
移
動
販
売
の
サ
ー
ビ
ス
を
お
こ
な
っ

て
い
る
個
人
店
舗
や
事
業
所
な
ど
を
掲
載

し
た「
よ
り
そ
う
コ
コ
く
ん
手
帳
」を
作
成

し
ま
す
。

対
象
＝
次
の
す
べ
て
を
満
た
す
個
人
店

舗
・
事
業
所

⃝�

市
内
や
近
隣
市
町
村
に
実
店
舗
が
あ
る

⃝�

市
内
に
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
る

⃝�

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
以
外
の
注
文
方
法
が

あ
る

⃝�

商
品
の
自
宅
へ
の
配
達
や
、
自
宅
へ
の

出
張（
理
美
容
等
）な
ど
の
サ
ー
ビ
ス
を

お
こ
な
っ
て
い
る

費
用
＝
無
料

※�

掲
載
の
可
否
は
サ
ー
ビ
ス
内
容
な
ど
を

確
認
し
て
か
ら
の
判
断
に
な
り
ま
す

申
込
期
限
＝
6
月
30
日（
月
）　　
　
　
　

申
込
方
法
＝
電
話
申
し
込
み

※�

受
付
後
、
訪
問
の
上
、
聞

　
き
取
り
を
お
こ
な
い
ま
す

講
座
・
教
室

問
県
母
子
寡
婦
福
祉
連
合
会

℡
0
2
9
‐
2
2
1
‐
8
4
9
7

介
護
職
員
初
任
者
研
修

日
時
＝
8
月
2
日
～
12
月
13
日
の
土
曜
日

午
前
9
時
～
午
後
5
時（
全
14
回
）

場
所
＝
県
母
子
寡
婦
福
祉
連
合
会（
水
戸
市
）

対
象
＝
母
子
家
庭
の
母
、父
子
家
庭
の
父
、

寡
婦
で
全
日
程
出
席
で
き
、
今
後
就
労
を

希
望
す
る
方

定
員
＝
20
人（
申
込
多
数
の
場
合
は
抽
選
）

費
用
＝
7
5
1
6
円（
テ
キ
ス
ト
代
な
ど
）

申
込
期
限
＝
7
月
3
日（
木
）　
必
着

申
込
方
法
＝
F
A
X
ま
た
は
郵
送

O�

0
2
9
‐
2
2
1
‐
8
6
1
8

〒
3
1
0
‐
0
0
6
5�

水
戸
市
八
幡
町

11
‐
52　
ラ
ー
ク
・
ハ
イ
ツ
内

※�

申
込
書
は
こ
ど
も
家
庭
課
窓
口
、
ま
た

は
県
母
子
寡
婦
福
祉
連
合
会
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
入
手
可
能

申
・
問（
公
社
）県
危
険
物
安
全
協
会

連
合
会

℡
0
2
9
‐
3
0
1
‐
7
8
7
8

危
険
物
取
扱
者
保
安
講
習
会

日
程
＝
7
月
17
日（
木
）

種
別
＝
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト（
午
前
）

場
所
＝
文
化
セ
ン
タ
ー

定
員
＝
6
0
0
人

受
付
期
間
＝
6
月
19
日（
木
）～
26
日（
木
）

申
・
問
鹿
島
地
方
事
務
組
合
消
防
本
部

℡
0
2
9
9
‐
97
‐
3
6
0
8

甲
種
防
火
管
理
者
資
格
取
得
講
習
会

日
時

⃝�

7
月
24
日（
木
）　
午
前
9
時
30
分
～
午

後
4
時
30
分

⃝�

7
月
25
日（
金
）　
午
前
9
時
30
分
～
午

後
3
時
30
分

場
所
＝
中
央
公
民
館

定
員
＝
1
0
0
人（
先
着
順
）

費
用
＝
5
4
0
0
円

申
込
期
間
＝
6
月
10
日（
火
）～
18
日（
水
）

※
土
・
日
曜
日
を
除
く

申
込
方
法
＝
消
防
本
部
予
防
課
に
直
接
申

し
込
み

相
　
談

問
社
会
福
祉
課

℡
0
2
9
9
‐
90
‐
1
1
3
8

人
権
擁
護
委
員
の
日

　
6
月
1
日
は「
人
権
擁
護
委
員
の
日
」で

す
。
人
権
擁
護
委
員
は
、
あ
な
た
の
街
の

相
談
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
、
地
域
の
皆
さ

ん
か
ら
の
人
権
に
関
す
る
相
談
に
応
じ
て

い
ま
す
。
女
性
・
こ
ど
も
・
高
齢
者
な
ど

を
め
ぐ
る
人
権
の
問
題
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
上
の
誹ひ

謗ぼ
う

中
傷
な
ど
で
お
困
り
の
方

は
、
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■
人
権
相
談
窓
口（
電
話
）

⃝�

み
ん
な
の
人
権
1
1
0
番　
　

　
℡
0
5
7
0
‐
0
0
3
‐
1
1
0

⃝�

こ
ど
も
の
人
権
1
1
0
番　
　

　
℡
0
1
2
0
‐
0
0
7
‐
1
1
0

開
設
日
時
＝
月
～
金
曜
日　
午
前
8
時
30

分
～
午
後
5
時
15
分

■
人
権
相
談
窓
口（
W
e
b
）

⃝�

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
人
権
相
談

　

https://w
w
w
.jinken.go.jp/

申
・
問
い
ば
ら
き
若
者
サ
ポ
ー
ト

ス
テ
ー
シ
ョ
ン

℡
0
1
2
0
‐
7
1
7
‐
5
5
7

就
労
相
談

　

さ
ま
ざ
ま
な
理
由
で
仕
事
に
就
く
こ
と

が
困
難
な
若
者
の
た
め
に
、
就
労
相
談
を

実
施
し
て
い
ま
す
。「
働
き
た
い
の
に
働
け

な
い
」な
ど
、
就
職
に
悩
む
方
の
相
談
に
、

キ
ャ
リ
ア
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
が
応
じ
ま
す
。

※
要
事
前
申
し
込
み

日
時
＝
毎
月
第
1
・
2
・
3
火
曜
日（
祝

日
を
除
く
）　

午
前
10
時
～
正
午
、
午
後

1
時
～
3
時

場
所
＝
高
正
U
&
I
セ
ン
タ
ー
ホ
ー
ル

（
鹿
嶋
勤
労
文
化
会
館
）

対
象
＝
15
～
49
歳
の
未
就
労
者
と
そ
の
家

族
申
・
問
関
東
信
越
税
理
士
会
潮
来
支
部

　
℡
0
2
9
9
‐
84
‐
7
3
3
9

無
料
税
務
相
談

　
税
金
の
専
門
家
で
あ
る
税
理
士
に
よ
る

無
料
税
務
相
談
で
す
。（
要
予
約
）

日
時
＝
6
月
4
日（
水
）、
18
日（
水
）　
午

後
1
時
30
分
～
4
時
30
分

場
所
＝
鹿
嶋
市
立
中
央
公
民
館
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